
テロ等準備罪の国会提出に反対する会長声明 

 

 当会は、先に共謀罪新法案の国会提出に反対する会長声明を発しているが、現

在の国会での議論状況を踏まえ、過去に３回も廃案になった共謀罪と何ら変わ

らないテロ等準備罪を国会に提出することに改めて反対する。 

安倍首相は、テロ等準備罪について、本年１月２３日の国会答弁において、「共

謀罪と呼ぶのは間違い」と述べ、その創設に強い意欲を示した。しかしながら、

報道されている法案では、共謀段階で犯罪成立という基本的枠組みが全く変わ

っていない以上、このような首相説明はとうてい理解できないものである。 

また、現在議論されているテロ等準備罪については、以下のような問題点が指

摘できる。 

第１に、政府はテロ対策の必要のためにテロ等準備罪が必要と説明している。

しかしながら、既に日本国内においては、充分にテロ対策はなされている。 

すなわち、日本は、政府も認めるように、テロ防止関連諸条約１３本を批准し、

これに対応する立法が既になされている。また、国内法においては、爆発物取締

罰則（陰謀罪）、化学兵器、サリン、航空機の強取、銃砲刀剣類所持等取締法な

ど、未遂以前の共謀や予備の段階からの処罰が可能となっており、しかも、これ

らについて講学上の共謀共同正犯も認められる以上、テロ対策のために新たに

テロ等準備罪を設ける必要はない。 

この点、政府は、テロ組織によるハイジャック目的での航空券予約について、

処罰の必要があるものの現行法では処罰できないと今国会で説明していた。し

かし、航空機の強取等の処罰に関する法律に係る法律書では、ハイジャック目的

での航空券購入を購入時点で予備罪として処罰できると解説されており、政府

見解は破綻した。 

また、政府は、テロ組織による大量殺人目的での化学薬品原料の入手について

も現行法では処罰できないとも説明しているが、国会では、サリン等にあたらな

いが殺傷能力の高い薬品名を具体的に明らかにすることができず、また、仮にそ

のような薬品があったとしても、サリン等による人身被害の防止に関する法律

の改正等で対応できるのであるから、ここにおいてもテロ等準備罪を必要とす

る政府見解は破綻した。 

このように、テロ等準備罪については、そもそも、その創設の必要性（立法事

実）すら明らかにし得ていないのである。 

 第２に、政府は、テロ等準備罪は、「組織的犯罪集団」という要件を加えるの

で、処罰対象は限定されると説明している。 

しかしながら、政府は、「観念的には、もちろんこれから団体を作って，その

活動として実行チームを編成して行っていくということの共謀もあり得るだろ



うとは思います。」と、「組織的犯罪集団」が既存の集団に限られないとしており、

また、既存の集団の活動が一変した場合にも「組織的犯罪集団」となると説明し

ている。そして、同旨の最高裁判例もある以上、「組織的犯罪集団」の概念、要

件は全く不明確というよりほかない。そうすると、結局は、取り締まる側の恣意

的な運用を禁じることができないのであって、「組織的犯罪集団」との要件は、

何の限定にもなっていないのである。 

なお、政府は、テロ等準備罪の対象となる犯罪を絞り込むとの見解を明らかに

しているが、従前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を批准するた

めに犯罪数を絞り込むことはできないと説明していたのであり、現在の見解は

過去の説明と矛盾するもので、とうてい理解できないものである。 

第３に、政府は、テロ等準備罪は共謀罪と異なるもので、共謀段階ではなく、

準備行為があってはじめて処罰されると説明している 

しかし、政府は、国会答弁において、準備行為が構成要件であるのか、あるい

は処罰条件であるのか明言を避けた。 

このことからすれば、テロ等準備罪が共謀罪と全く異なるとの説明自体、とう

てい信用できない。 

また、政府は、テロ等準備罪の具体的な内容を未だ明らかにしてない。法律の

成立を目指すとしながら、肝心な法律の内容を全く示さない態度は極めて不誠

実であるばかりか、テロ等準備罪が従前の共謀罪と何ら変わらないことが明ら

かになるのを避けるために、あえて内容を示さないとの疑念すら抱かざるを得

ない。 

この間、政府は、テロ等準備罪について、「一般の方々がその対象になること

はあり得ない」ことを強調している。しかし、かつての治安維持法も、「社会運

動が法案のため抑圧されることはない」として成立したにもかかわらず、その後、

結果的に多くの者が処罰されるに至ったのである。 

以上の次第で、当会は、創設の必要性すら十分に説明できない、また、拡大適

用のおそれがあり、過去３回も廃案になった共謀罪と何ら変わらないテロ等準

備罪の国会提出には、強く反対するものである。 
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